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資料３ 

 

事業運営上の留意事項  

 

 

指定に関すること 

 

・指定後の各種手続について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２３～１２４   

 

その他 

 

・身体的拘束について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２５～１３３ 

 

・地域密着型サービス利用に係る条件について・・・・・・・・・・・・・１３４～１３５    
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指定後の各種手続きについて 

 

◆ 変更の届出、介護給付費算定に係る体制等に関する届出 

１ 変更届出書の提出 

  指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設は、当

該指定（開設許可）に係る施設の名称、開設の場所、開設者の名称、運営規程

等厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更のあった日から 10 日

以内に「変更届出書」の届出が必要です。「変更届出書」に必要書類を添付して

届け出てください。必要書類や届出方法は寝屋川市福祉部指導監査課のホーム

ページで確認してください。 

   

２ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出 

  指定時に届け出た「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の内容を

変更する場合（新たに加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合等）は、

届出が必要です。届出があった日が月の初日であれば当該月から、月の初日以

外であればその翌月からの算定となります。 

  

◆ 指定（開設許可）の更新 

  指定事業者として事業を実施するためには、６年ごとに指定（開設許可）の

更新が必要です。指定（開設許可）の更新を受けなければ、指定（開設許可）

の効力を失い、介護報酬が請求できなくなります。 

 （例） 

新規指定（開設許可）日 令和３年４月１日 

有効期間満了日 令和９年３月 31 日 

更新日 令和９年４月１日 

更新後の有効期間満了日 令和 15 年３月 31 日 
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１ 更新の手続 

  更新手続きが必要な事業者については、寝屋川市から郵送で更新申請のご案

内を送付します。必要書類をそろえ、案内文記載の日時に来庁してください。

審査後、更新指定書を郵送にて交付します。なお、各事業者におかれましても

更新時期の把握に努めてください。 

 

２ 更新に当たっての留意事項 

  事業者（施設等の開設者、開設者の役員、施設等の管理者）が指定（開設許

可）更新に当たり欠格事由に該当している場合は、指定（開設許可）の更新が

受けられません。 

 

◆ 様式及び添付書類 

  変更届出書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の様式や添付書類

等は、寝屋川市福祉部指導監査課のホームページに掲載しています。 

 

◆ 指定・更新に係る手数料 

  指定（開設許可）申請や指定（開設許可）更新申請の際には、手数料が必要

です。 

 新規指定（開設許可） 指定（開設許可）更新（６

年ごと） 

指定介護老人福祉施設 30,000 円 16,000 円 

介護老人保健施設 63,000 円 16,000 円 

介護医療院 63,000 円 16,000 円 
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身体的拘束について 

● 身体的拘束と高齢者虐待との関係 

「緊急やむを得ない場合」ではない身体的拘束は 

高齢者虐待に該当します。 

 

●「緊急やむを得ない場合」の要件 

 

「切迫性」：利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体

が危険にさらされる可能性が著しく高いこと 

「非代替性」：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代

替する介護方法がないこと  

「一時性」：身体拘束その他の行動制限が一時的なもので

あること  

 

 上記３要件を同時に満たすことが必要です。 

 

●「緊急やむを得ない場合」の手続 

 

１ 担当の職員又はチームではなく、施設（事業所）全体で

判断する。（他の方法がないか検討する。） 

２ 身体拘束の内容・目的・時間・期間等を本人や家族に十

分に説明し同意を求める。 

３ 常に観察、再検討し、３要件に該当しなくなった場合に

は速やかに解除する。 

４ 身体拘束の態様・時間、心身の状況、緊急やむを得なか

った理由を記録する。 
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● 身体的拘束等の適正化を図るための措置 

 

 １ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員

会を３月に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、介護職員その他の従業者に周知徹底すること 

 ２ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 

 ３ 介護職員その他の従業者に身体的拘束等の適正化の

ための研修を定期的に実施すること 

 

  身体的拘束等の実施の有無にかかわらず、上記のすべて

の措置を講じていなければなりません。 




















